耐震偽装問題について　　　　　　　　　　　　　　　衆議院議員　牧　原　秀　樹
1． 耐震偽装問題

平成17年11月17日、国土交通省の発表に日本中が大騒ぎになった。姉歯元一級建築士による構造計算書の偽装が発覚し、複数のマンションにおいて耐震強度が基準を下回るという事態が確認されたのである。この事件では、いったいどれだけ被害が広がるか全く分からなかったこと、そしてその後に行われた国会における審議において、ヒューザーの小嶋社長、総研の内河社長や四ヵ所氏、イーホームズの藤田社長などの関係者が相互に矛盾する発言を行い、真相発覚について推理小説的な興味を国民に巻き起こしたことなどから、新聞やニュースだけでなく、連日ワイドショーや週刊誌の格好のターゲットになった。
　　　その後、現在ではメディアの注目もほとんどなくなり、国民も事件に関する興味を失ってしまった感があるが、被害が回復されたというわけでは全くなく、被害住民の苦悩は増すばかりの状況となっている。
2． 自民党ワーキングチーム
　　　私は国会審議が注目を浴びた国土交通委員会の委員ではなく、一年生議員であったこともあり、年末年始におけるご挨拶周りの予定で頭がいっぱいであった。しかし、12月15日、事態は突然別の方向に動き出し、自民党の耐震偽装問題対策検討ワーキングチームの事務局長として、座長の早川忠孝副幹事長、柴山昌彦副座長を支えて問題解決の前面に立つことになった。私も含めてすべて弁護士資格を有する代議士である。その日以降は、連日連夜この問題に取り組み、徹夜ということも重ねつつ、12月19日には第1回目の緊急提言を早くも行い、以降12月26日に第2回、1月30日に第3回、そして2月24日に第4回の緊急提言を行ってきた。これまで60回近いヒヤリングを重ね、歴史上最も働いたチームであるという評価も頂いている。そして、緊急提言の内容については、かなりの部分現実の施策に反映された。
3． 考察
　　　消費者被害の事件というのは突発的なものが多く、発生したときにどこまでの被害が広がっているのかが分からないという点、そしてそのために社会性を帯びているという点が特徴的であろう。本件では、当初被害者に同情的であった世論が、連日小嶋社長や内河社長が｢悪役｣を演じる中、税金の投入はこういう人たちに代わってやるものである、という印象に変わったために、公的救済に対して極めて懐疑的な立場になってしまった。個人のために純粋に働くことのできる弁護士と違って、国会議員は多数の国民の意見を聞かなければならない。そのため｢悪｣をとっちめてマスコミのヒーローになることばかりに専念する議員が多いのは当然である。他方で、私たちはひたすら地道にヒヤリングを重ね、被害者の立場に立って活動してきたし、今でも地道な法改正作業などに携わっているが、そういうことは議員としては「票」にはならないため、本質的に誰もやりたがらない仕事になってしまう。貸金の上限金利の引き下げ問題のように被害者の声が全国的に、かつまとまって大きくならないと物事は前に進まない。しかも、それはマスメディアが注目するほんのわずかな時期に一気に進めないと世論の熱はすぐ冷めてしまうのである。そして、｢本当に｣仕事をしている議員は誰かということをしっかり見極め、そうした人たちを支えるという覚悟と約束がないと本当に動かすということは難しい。
　　　消費者問題に関わられている方々はそうした世論の動向や働く議員への支援も考慮に入れつつ、バランス感覚も失わずに活動を行って頂きたい。私自身は、今後とも｢国民派、庶民派、正義派｣国会議員として、自らの正義感と人権感覚を貫いて活動していきたいと考えているので、相談事があればいつでも持ってきて欲しい。
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